
関東管区警察学校庶務部会計課 

 

少額調達案件の見積依頼（オープンカウンター方式）について（共通事項） 

 

 　下記のとおり見積もりを依頼します。

　期日までに提出された有効な見積書のうち、最低価格（消費税込み）を提示された事業者を

 　契約の相手方とします。

 　参加を希望される場合は、以下の留意事項を熟読のうえ、下記の連絡先にご連絡下さい。

 

１　調達案件名　　　定期健康診断及び婦人科検診 

２　仕様等　　　　　別紙仕様書のとおり 

３　見積書提出期限　令和８年７月８日（水）　17時00分 

 

 〈留意事項〉

 １　見積合わせに参加する者に必要な資格等

 （１）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

 いる者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

 （２）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

 （３）契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（４）警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる

 者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

 

 ２　仕様書に関する問い合わせ先及び見積書の提出先

     　関東管区警察学校庶務部会計課調達係

 　　　〒１８７－８５８０　東京都小平市喜平町２－５－１

 　　　電話番号　０４２－３２１－３４４８（直通）

 　　　ｍａｉｌ　kanto.RPS.tyoutatsu@npa.go.jp

　　　 ※参加を希望する場合及び問い合わせをする場合は、「○○の見積依頼の件」とお伝え下さい。 

　　　 ※直接来庁される場合は、事前に来庁日時を連絡していただいた後、来庁いただくようお願いします。 

　　　 ※見積書は、持参、郵送、メールを問わず、締切日時を必着とし、郵送される場合は必ず封筒の表に

「○○の見積書在中」と記載して下さい。 

 

 ３　契約の相手方及び契約金額について

　　提出された有効な見積書の内、最低価格（消費税込み）を提示された事業者を契約相手方

 とします。

　　見積額は、各案件において特段の指示のない場合、当該案件の履行に要する一切の費用を

 含んだ総価（消費税込み）を記載して下さい。

 　　契約金額は、原則として、見積書に記載されている金額（消費税込み）となります。

 

 ４　見積り合わせの結果について

 　　契約の相手方と決定した事業者には関東管区警察学校庶務部会計課から連絡します。

　　見積書を提出された事業者の方は、見積書提出期日後、上記２に問い合わせていただけれ

 ば決定業者及び金額についてお伝えします。

 

 ５　契約書等作成の要否について

　　会計法令等の規定に基づき、契約金額に応じ、契約書又は請書を作成していただきます。

（契約金額によっては作成を省略する場合があります。） 

 

 



 ６　その他

 （１）見積書作成に要する費用等は参加者の負担とします。

（２）上記３において、同価の見積りが２者以上ある場合は、予算決算及び会計令第83条の規

　定の例に倣い、「くじ引き」を実施します。 

（３）参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積りを依頼し、随意契約の協議を行うことが

 　できるものとします。

（４）契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。



令和　＊＊　年　＊＊　月　＊＊　日

○○○○株式会社
代表取締役　　　○　○　○　○　　　　　

東京都小平市○○町１－２－３

℡　１２３－１２３４－１２３４

担当　　　○　○　○　○

℡　１２３－１２３４－１２３４

検　査　項　目 数量 単位 単価 金額 備考

一般定期健康診断

身長、体重、肥満度測定（BMI） 65 検体

腹囲測定 65 検体

視力検査 65 検体

聴力検査（オージオ） 65 検体

血圧測定検査 65 検体

尿検査(蛋白・糖） 65 検体

胸部エックス線直接撮影 65 検体

心電図検査（標準12誘導） 60 検体

血液生化学検査

　LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､中性脂肪､空腹時血糖､
　ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1C､GOT､GPT､ γ-GTP

60 検体

血液学的検査

　血色素量､ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ、赤血球数 60 検体

喀痰検査 5 検体

便潜血検査(２日法) 58 検体

胃内視鏡検査 12 検体

胃部エックス線間接撮影
（食道１枚＋胃部７枚　計８枚）

40 検体

医師診察
自・他覚症状の有無等の問診、視診、打聴診、触診等の検査（頸
部リンパ節、甲状腺、浮腫の状態等）

65 検体

情報機器作業従事職員
業務歴、既往歴、自覚症状の有無の調査
・眼疲労を主とする視器に関する症状
・上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
・ストレスに関する症状（問診票）　眼科学的検査
(a) 遠見視力の検査
(b) 近見視力の検査
(c) ４０歳以上の者に対しては、調節機能検査及び医師の判断に
より眼位検査。ただし、自覚症状有無検査で特に異常が認められ
ず、遠見視力又は近見視力がいずれも、片眼視力(裸眼又は矯正)
で両眼とも０．５以上が保持されている者については、省略して
差し支えない。
(d)上肢の運動機能、圧痛点等の検査

8 検体

婦人科検診

乳がん検診

　問診 10 検体

　乳房エックス線検査（２方向） 5 検体

　乳房超音波検査 5 検体

子宮がん検診

　問診 10 検体

　視診 10 検体

　子宮頸部細胞診（医師による直接採取法） 10 検体

　内診 10 検体

精密検査

胸部ＣＴ(造影なし） 1 検体

マスター心電図 1 検体

ホルター心電図 1 検体

心臓超音波 1 検体

胃内視鏡検査 2 検体

大腸内視鏡検査 2 検体

血液生化学検査(空腹時血中ｸﾞﾙｺｰｽ量、ﾍﾓｸﾛﾋﾞﾝA1C、
空腹時LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、空腹時HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、空腹時中性脂肪)、尿検査
(微量ｱﾙﾌﾞﾐﾝ)、負荷心電図検査又は胸部超音波検査、頸部超音波
検査

1 検体

＊消費税は円未満切捨てでお願いします。

【見積書必須事項】

※様式は問いません。

小計

消費税

合計

関東管区警察学校　御中

見　積　書

社印

代表取締

役之印

宛名は下記のとおり

作成日を記載

代表者、役職、氏名を記載。

社印、代表者印を押印。

＊ただし、担当者の氏名、連絡先の記載があれば押印省略可。



仕　　　様　　　書 

 

 １　件名

 　　定期健康診断(以下「健診」という。)及び婦人科検診

 

 ２　履行期限

 　　令和９年３月31日        

 

 ３　実施項目及び対象予定者数

 　　別紙１のとおりであるが、見込み数であり実際の受診人数とは相違がある。

 

 ４　実施期間

  (1)  健診

　　　契約締結後から11月27日までの間のうち、閉庁日を除く２日間、受付時間は９時か

 　　ら12時まで。男女別の時間設定をすること。

  (2)  健診結果受領後６週間以内に精密検査実施枠を確保できること。

  (3)  婦人科検診

契約締結後から令和９年１月29日までの間のうち、閉庁日を除き１箇月あたり10日

 以上予約可能日があり、全検査が１回で受けられること。

 

 ５　実施場所

  (1)  健診

 　　　東京都小平市喜平町２-５-１　

 　　　関東管区警察学校(以下「学校」という。)

  (2)  婦人科検診

  (3)  学校において実施できない検査

　　　(2)(3)については、学校から公共交通機関を利用して、片道１時間30分以内で到達

 　　できる場所であること。

 

 ６　体制等

 (1)  エックス線撮影は、発動発電機搭載のレントゲン車において行い、胸部と胃部の撮

 　　影ができるものであること。

 (2)  必要な機材等は、委託先が費用を負担し全て用意すること。ただし、学校の物品を

　　業務に支障のない範囲で使用することができるが、検査会場への移動、設営及び撤収

　　作業は学校庶務部庶務課の担当者(以下｢担当者｣という。)の指示に従い委託先が行う

 　　こと。また、終了後は、清掃を行うとともに健診で発生したゴミ類は持ち帰ること。

  (3)  検査等に使用する機材等は、定期的な精度管理がされていること。

  (4)  尿検査は、自宅採取用の尿スピッツを使用すること。

 (5)  精密検査の実施時における事前説明等については、担当者と十分に打合せの上、そ

 　　の指示によること。

 (6)  １日当たりの医師等の派遣スタッフの人数は、健診を滞りなく実施できる体制とし、

 　　受付業務従事者にあっては、次のアからエを実施できる体制とすること。

 　　ア　問診票記入漏れの確認

 　　イ　受診番号の管理

 　　ウ　受診者が申し出る検査項目の省略の処理対応

 　　エ　受診者からの質疑応答

 (7)  受診対象者名簿、受診票、質問項目票及び検体採取容器（以下「受診票等」という。）



 　　の納入については以下のとおりとする。

 　　ア　受診票等の作成にあっては予め担当者の内容確認を受けること。

 　　イ　受診票等は、健診等実施日の10日前までに学校へ納入すること。

 　　ウ　特定健康診査用の問診に対応できること。

 

 ７　未受診者に対する追加措置

　　健診を実施期間中に学校で受診できなかった者に対して、学校から公共交通機関を利

 　用して、片道１時間30分以内で到達できる場所で健診を受けることが可能であること。

 

 ８　健診の実施について

 (1)　エックス線撮影は、熟練した専門の技師により行うこと。（胃部エックス線撮影に

　　関しては、（一財）日本消化器がん検診学会もしくはＮＰＯ法人日本消化器がん検診

　　精度管理評価機構による研修修了者、胸部エックス線撮影に関しては必要な教育・研

　　修を受けていること。）。 

 (2)　胃内視鏡検査の実施に当たっては、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マ

 　　ニュアルに基づき、熟練した専門医が実施すること。

 (3)　大腸内視鏡検査の実施に当たっては、日本消化器がん検診学会による大腸がん検診

 　　マニュアルに基づき、熟練した専門医により実施すること。

 (4)　胃内視鏡検査について 

　　　経鼻又は経口検査が選択できること。「日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検

　　診マニュアル」に基づき実施すること。また、胃内視鏡検査時に生検を行う可能性が

　　あること及び生検実施に対する保険診療の自己負担額が発生することをあらかじめ受

　　診者に説明し了承を得ておくこと。 

 

 ９　精密検査の実施について

 (1)　精密検査は、健診結果受領後６週間以内に実施枠を確保できることとし対象者と日程調整

　　の上、実施すること。 

 (2)　対象者について 

 　　ア　別紙1により選定すること。

 　　イ　精密検査案内、検査日と場所を明記した書類を健診結果に同封すること。

 

 10　婦人科検診の実施について

  (1)　乳がん検診

 　　ア　乳房エックス線検査は両側乳房について２方向を撮影すること。

　　イ　乳房エックス線検査の読影は、２名以上の医師により行い、うち１名は十分な経

 　　　験を有する専門医とすること。

　　ウ　乳房超音波検査は両側乳房をくまなく走査し、異常のある場合はその部位を少な

　　　くとも２方向から撮影する。異常のない場合には少なくとも両側のＣ領域を撮影す

 　　　ること。

 　　エ　乳がん検診の実施者及び結果判定者は十分な経験を有する専門医等によること。

  (2)　子宮がん検診

　　　検体が不適正との判定を受けた場合は、再度、実施機関において検体採取を行うこ

 　　と。

  (3)　複数項目受診でも、半日で検診を完了すること。

 

11　結果等 

 (1)　受診票等の年齢及び検査項目別受診対象年齢は、全て令和9年３月31日現在とする

 　　こと。   



 (2)　エックス線、胃内視鏡、腹部超音波及び胸部ＣＴ検査読影法について熟練した専門

　　医師によるダブルチェックを行うこと。厚生労働省の職域におけるがん検診に関する

 　　マニュアルを実施できること。

  (3)　レントゲンフィルム等の提出について

 　　　担当者が提出を求めた場合は、担当者の指示に従い提出できるようにすること。

  (4)  検査を分析する検査室について

       精度管理されていること(委託検査可能)。

 (5)  委託先は、「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」(平成7年11月2

　　日健政発第927号厚生省健康政策局長通知)に基づき実施すること。診療所開設手続に

 　　伴う費用が発生する場合は委託先が負担すること。

  (6)　結果処理について

 　　ア　治療中の疾患等、問診票のデータが健診等結果票に出力されること。

　　イ　結果は電算処理により行うこととし、健診日、精密検査日より起算して概ね４週

　　　間以内に、電子データ及び紙媒体による項目別及び総合判定結果を記載した個人別

 　　　結果、個人結果控えを提出すること。

 　　ウ　健診結果に、判定をした医師の名前を明記すること。

　　エ　データのＸＭＬフォーマットについては、学校より別途提示するので対応ができ

 　　　ること。

  (7)  結果通知票の提出について

　　ア　情報機器作業従事者に係る健診の個人通知には、検査項目ごとの結果と見方が書

 　　　かれていること。

　　イ　問診票や診察で得られた治療中の疾患等のデータが、個人結果通知票に出力され

 　　　ること。

　　ウ　健診等結果通知票の出力項目は、担当者指示のものとし、他人に確認できないよ

 　　　うな通知形式とすること。

　　エ　高齢者の医療の確保に関する法律及び関係法令に基づく特定健康診査の結果処理

　　　に対応することができるようにし、健診結果（高齢者の医療の確保に関する法律及

　　　び関連法令に定める項目に限る。）は警察共済組合警察庁支部に提供すること。 

 

 12　感染症予防対策について

　　「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策」(公益社団法人全国労働

　　衛生団体連合会等）に基づく感染防止措置を講じること。 

 

 13　その他留意事項

  (1)　健診等実施機関は、事前に担当者と十分な打合せを行うこと。

 (2)　検査を他の機関に委託する場合は、委託の内容について予め担当者と協議して承認

 　　を得ること。

  (3)　緊急に精査、治療を要する検査所見があった場合は、至急担当者に報告すること。

 (4)　仕様書に記載されていない事案が発生したときは、全て担当者と打合せの上、その

 　　指示によること。

 (5)　検査の実施、検体の受付については、極力他の検査者の目に触れないように配慮す

 　　ること。

 (6)　担当者の指示内容を熟知したものが健診に同行し、健診の進行状況を確認すること。 

 (7)　受託者側のスタッフ名簿、健診等に必要な車両等の資料を事前に担当者へ提出する

 　　こと。また、各実施日とも極力、同一要員で編成すること。

 (8)　施設の破損及び汚損等が生じた場合には、担当者に報告し指示を受けること。委託

　　先の責めに帰するべき理由により、施設等に損害を与えた場合は、委託先の責任と負

 　　担において原状に復すること。



 (9)　「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び別紙２「個人情報取扱

　　い特記事項」を遵守し、情報の管理に万全を期するとともに、本契約によって得られ

 　　た情報については担当者の許可なく他の目的に利用しないこと。  　

 (10)　警察共済組合警察庁支部との契約に基づいて実施する健康診断上乗せ検査について実施

　　できること。 

 (11)　疑義が生じた場合は、担当者と協議の上決定すること。 



令和８年度一般定期健康診断

検 査 項 目 予定人数 対 象 者

身長、体重、肥満度測定（BMI） 65

腹囲測定 65

視力検査 65

聴力検査（オージオ） 65

血圧測定検査 65

尿検査(蛋白・糖） 65

胸部エックス線直接撮影 65

心電図検査（標準12誘導） 60

血液生化学検査 
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､中性脂肪､空腹時血糖､
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1C､GOT､GPT､ γ-GTP

60

血液学的検査

血色素量､ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ、赤血球数 60

喀痰検査 5 50歳以上の喫煙者、喫煙経験者

便潜血検査(２日法) 58 40歳以上

胃内視鏡検査 12 50歳以上の偶数年齢
胃部エックス線間接撮影
（食道１枚＋胃部７枚 計８枚）

40
40歳以上の希望者

（胃内視鏡検査受検者を除く）
医師診察
自・他覚症状の有無等の問診、視診、打聴診、触診等の検査
（頸部リンパ節、甲状腺、浮腫の状態等）

65

情報機器作業従事職員
業務歴、既往歴、自覚症状の有無の調査
・眼疲労を主とする視器に関する症状
・上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
・ストレスに関する症状（問診票） 眼科学的検査
(a) 遠見視力の検査
(b) 近見視力の検査
(c) ４０歳以上の者に対しては、調節機能検査及び医師の判断
により眼位検査。ただし、自覚症状有無検査で特に異常が認
められず、遠見視力又は近見視力がいずれも、片眼視力(裸眼
又は矯正)で両眼とも０．５以上が保持されている者について
は、省略して差し支えない。
(d)上肢の運動機能、圧痛点等の検査

8 情報機器作業従事職員に係る検査

婦人科検診

検 査 項 目 予定人数

乳がん検診 10

１ 問診 10

２ 乳房エックス線検査（２方向） 5

３ 乳房超音波検査 5

子宮がん検診 10

１ 問診 10

２ 視診 10

３ 子宮頸部細胞診（医師による直接採取法） 10

４ 内診 10

別紙１

全職員

35歳、40歳以上



精密検査

検 査 項 目 予定人数 対 象 者

マスター心電図 1

ホルター心電図 1

心臓超音波 1

血液生化学検査(空腹時血中ｸﾞﾙｺｰｽ量、ﾍﾓｸﾛﾋﾞﾝ
A1C、空腹時LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、空腹時HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、空
腹時中性脂肪)、尿検査(微量ｱﾙﾌﾞﾐﾝ)、負荷心電図検
査又は胸部超音波検査、頸部超音波検査 1

腹囲の検査又は肥満度の測定、血圧の測定、血糖
検査及び血中脂質検査（LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ検査、HDLｺﾚ
ｽﾃﾛｰﾙ検査又は中性脂肪検査）のいずれの項目にも
異常の所見があると診断された職員のうち、管区
学校が指定した職員

虚血性心疾患その他の心疾患、脳血管疾患、高血
圧性疾患の場合並びにこれらの疾患の疑いのある
場合

胸部ＣＴ(造影なし） 1
結核性疾患、がんその他の悪性新生物による疾患
の場合並びにこれらの疾患の疑いのある場合

胃内視鏡検査 2
胃潰瘍、十二指腸潰瘍その他食道・胃・十二指腸
の疾患の場合並びにこれらの疾患の疑いのある場
合

大腸内視鏡検査 2
大腸がんその他の悪性新生物による疾患の場合並
びにこれらの疾患の疑いがある場合



 別紙２

個人情報取扱特記事項 

 

　関東管区警察学校を「甲」、受託者を「乙」とし、個人情報取扱特記事項について、以

 下のとおりとする。

 

 （個人情報保護の基本原則）

第１　乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下｢法｣と

　　いう。)第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、

　　本契約に基づく業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう

 　　に、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。

 （責任体制の整備）

第２　乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

 　　維持しなければならない。

 （責任者、担当者）

第３　乙は、本契約に基づく個人情報の取扱いの責任者及び業務を担当する者（以下「担

　　当」という。）を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ甲に届け出なければな

 　　らない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

２　乙は、責任者に、担当が本特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなけ

 　ればならない。

 ３　乙は、担当に、責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。

 ４　乙は、責任者及び担当を変更する場合の手続を定めなければならない。

 （派遣労働者）

第４　乙は、本契約に基づく業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書

　　に、秘密等の保持及び個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。そ

 　　の場合の守秘義務の期間は、第５に準ずるものとする。

２　乙は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元と

　の契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を

 　負うものとする。

 （秘密の保持）

第５　乙は、本契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

 　　本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

 （再委託の制限等）

第６　乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報を取扱う業務を再委託してはならないま

　　た、再委託する場合には、乙は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法（平成

　　17年法律第86号）第２条１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。）

　　との契約に本特記事項と同様の内容を定めるとともに、必要かつ適切な監督を行わな

 　　ければならない(再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。)

２　乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律（平成

　25年法律第27号）第２条第11項に規定する個人番号関係事務を再委託する場合は、より

　厳格に再委託先において個人情報の適切な管理が図られることを確認しなければならな

　い（再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。） 

 （収集の制限）

第７　乙は、本契約に基づく業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目

　　的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならな

 　　い。

 （目的外利用及び提供の禁止）



第８　乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本契約に基づく業務に関して知り得た

 　　個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

 （従事者への周知）

第９　乙は、直接的であるか間接的であるかを問わず、本契約に基づく業務に従事してい

　　る者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退職後においても当該契約に基

　　づく業務を行うことにより知り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外の

　　目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して損害賠償の

　　請求がなされる可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知　

 　　し、個人情報の保護を徹底しなければならない。

 （従事者の監督）

第10　乙は、従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義

 　　務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。

２　乙は、本契約に基づく業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う従事者の範囲を限定

 　するものとし、当該従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

３　乙は、従事者が退職する場合、当該従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓

　約書の提出を求める等、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄

 　を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。

 （複写又は複製及び加工の禁止）

第11　乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本契約に基づく業務を処理するために

　　甲から提供された個人情報が記録された資料等について、当該業務処理に必要な範囲

 　　を超えて複写し、又は複製及び加工してはならない。

 （個人情報の安全管理）

第12　乙は、本契約に基づく業務を処理するため収集、作成した個人情報又は甲から引き

　　渡された資料に記録された個人情報を漏えい、紛失、滅失及び改ざん(以下「漏えい

　　等」という。)することのないよう、甲が示す方法により、個人情報の適切な安全管

　　理のために必要な措置を講じなければならない。また、個人情報の漏えい等による被

　　害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等と

　　その内容等を考慮し、必要に応じて、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を

 　　講じなければならない。

 （個人情報の帰属及び廃棄又は消去）

第13　本契約に基づく業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名におい

　　て、乙が収集、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、全て甲に帰属するもの

 　　とする。

 ２　乙は、甲の指示に基づいて、前項の個人情報を廃棄又は消去しなければならない。

３　乙は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情

 　報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。

４　乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフ

　トウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消

 　去しなければならない。

５　乙は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証

　明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日

 　が記載された書面）を甲に提出しなければならない。

６　乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければな

 　らない。

 （事故発生時の対応）

第14　乙は、本契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれが

　　ある場合は、直ちに詳細を甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。本契約が

 　　終了し、又は本契約が解除された後においても同様とする。



 （安全管理の確認、検査）

第15　甲は、乙が取り扱う個人情報の安全管理措置が、法及び本特記事項の規定に基づき

　　適切に行われていることを適宜確認することとする。また、甲は、必要と認めたとき、

　　乙に対して個人情報の取扱状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は乙が個

 　　人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。

２　甲は、本契約に基づく業務の処理に伴う個人情報の秘匿性等とその内容やその量等に

　応じて、乙における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくと

 　も年に１回以上、確認するものとする

 ３　前２項の規定は、オンラインによる検査を実施することを妨げない。

 （改善の指示）

第16　甲は、報告資料の提出又は実地検査の結果、乙において個人情報の安全管理措置が

　　十分に講じられていないと認めたときは、乙に対し、その理由を書面により通知し、

 　　かつ、説明した上で、安全管理措置の改善を指示することができる。

 ２　乙は、前項の指示を受けた場合は、その指示に従わなければならない。

 （契約の解除等）

第17　甲は、乙が法及び本特記事項に定める義務を果たさない場合は、催告なく直ちに本

　　契約の全部又は一部を解除することができるとともに、必要な措置を求めることがで

 　　きる。

２　乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその

 　損害の賠償を求めることはできない。

 （損害賠償）

第18　乙は、法及び本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を

 　　被った場合は、甲にその損害を賠償しなければならない。



参考　共済組合上乗せ検査項目も実施できること

令和８年度定期健康診断（警察共済組合警察庁支部上乗せ検査）

検 査 項 目 予定人数 対 象 者

血液生化学検査 

HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、 中性脂肪、空腹時
血糖、 ﾍﾓｸﾛﾋﾞﾝA1C、γ ｰGTP、GPT､ GOT

3 35歳未満及び36歳から39歳の組合員

総コレステロール、NON-HDLコレステロール、
BUN､CRE、Fe、 TP、 ALP、LDH、 A/G、ｱﾐﾗｰ
ｾﾞ、 尿酸、eGFR、アルブミン

65 全組合員

血液学的検査

血色素量、ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ、赤血球数 3 35歳未満及び36歳から39歳の組合員

血小板、白血球数 65 全組合員

尿検査(潜血の有無) 65 全組合員

尿沈渣 3
尿糖、蛋白、潜血いずれかが１+以上
の組合員

便潜血検査(２日法) 5 30歳から39歳の組合員

ヘリコバクターピロリ抗体検査 1 30歳の組合員

心電図検査 3 36歳から39歳の組合員

腹部超音波検査 63 35歳以上の組合員

眼底検査（両眼撮影） 63 35歳以上の組合員

Ｂ型肝炎検査(HBS抗原) 25 過去未検査の組合員

Ｃ型肝炎検査(HCV抗体) 25 過去未検査の組合員

前立腺がん検査 40 45歳以上男性組合員

喀痰検査 15
40歳から49歳の喫煙者及び喫煙経験組
合員

※ 受診予定数は、増減する場合がある。
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参考　共済組合上乗せ検査項目も実施できること

精密検査

マスター心電図

ホルター心電図

心臓超音波

大腸内視鏡検査 1

血液生化学検査(空腹時血中ｸﾞﾙｺｰｽ 量、ﾍﾓｸﾛﾋﾞﾝ
A1c、空腹時LDLｺﾚｽﾃﾛｰ ﾙ、空腹時HDLｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ、空腹時中性 脂肪) 尿検査(微量ｱﾙﾌﾞﾐﾝ) 負荷心
電図検査又は胸部超音波検 査 頸部超音波検査

1

腹囲の検査又は肥満度の測定、血圧の
測定、血 糖検査及び血中脂質検査(Ｌ
ＤＬコレステロー ル検査、ＨＤＬコレ
ステロール検査又は中性脂 肪検査)の
いずれの項目にも異常の所見がある と
診断された全組合員のうち、警察庁又
は警察 庁支部が指定した全組合員

婦人科検診（上乗せ検査）

検 査 項 目 予定人数

乳がん検診 2

１ 問診 2

２ 乳房超音波検査 原則４０歳以上 1

３ 乳房エックス線検査 原則４０歳未満 1

HPV検査 1

１ 問診 1

虚血性心疾患その他の心疾患、脳血管
疾患、高血圧性疾患の場合並びにこれ
らの疾患の疑いのある場合

1


